
平成２９年度 第２回 北区入札監視委員会 議事概要 
 
開催日時 平成２９年１２月１４日（木）午後２時～４時 
開催場所 北区役所 第一庁舎４階 第一委員会室 
出席委員 沼田 良委員長、高橋 達朗委員、大竹 雅訓委員 
事務局 総務部長、契約管財課長、契約係長、契約管財主査 

議事概要 

開会 
 １．開会 
 ２．総務部長挨拶 
 ３．議事 

（１）平成２９年度上半期 契約締結状況について 
 （２）平成２９年度上半期  審議案件について 
  ①制限付一般競争入札（１件） 

②希望制指名競争入札（３件） 
  ③随意契約（入札後随意契約）（２件） 

④随意契約（特命随意契約）（３件） 
 ４．その他 
閉会 

審議の対

象とした

期間 

平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日 
総件数１，４５１件、制限付一般競争入札７件、総合評価方式入

札１件、希望制指名競争入札５３６件、指名競争入札１２１件、

随意契約（入札後随意契約・特命随意契約・見積合）７８６件 

報告資料 

１．入札契約方式別発注総括表 
２．入札契約方式別抽出案件一覧 
３．審議案件資料 
４．各報告事項 

審議案件 合計 ９件 
「入札契約方式別抽出案件一覧」のとおり 

主な 
意見・ 
質問・ 
回答等 

別紙のとおり 

備 考  

 



平成２９年度 第２回 北区入札監視委員会 議事概要 別紙 
 

１．平成２９年度上半期 契約締結状況について 
  事務局が平成２９年度上半期の契約締結状況を報告。平均落札率は 91.1％ 

であった。 
 

２．平成２９年度上半期 審議案件９件について 
事務局が資料「入札契約方式別抽出案件一覧」、「審議案件資料」を報告し、

質疑を行った。 
（１）制限付一般競争入札（１件） 

①「田端一丁目付近下水道再構築工事」 
委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

・①について 

辞退理由が資料として示されている

が、どのように業者から提出されるの

か。区の問い合わせに対する回答を書

き起こしたものか。また、辞退者のう

ち辞退理由を提出している事業者はど

の程度いるか。 

 

・予定価格を事前公表することで事業

者の競争を阻害していると、当委員会

において以前から議論がなされてい

る。予定価格以下で応札できないこと

が明らかな事業者には当初から辞退し

てもらい、結果一者入札もやむなしと

考えるのがいいのか、あるいは予定価

格を非公表とし、辞退せず応札してい

ただく方が競争性の観点で良いのか、

非常に悩ましい問題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業者が電子入札システムで応札す

る際、辞退する場合には辞退理由を入

力できるようになっている。また、辞

退者のうちおよそ半数程度の事業者

が辞退理由を入力している。 

 

 

 

・下水道工事再構築は都下水道局から

委任を受け、年間２件程度発注してい

る。都と比較して規模が小さいこと

が、事業者からの申込が少ない理由の

一つと考えられる。今年度、別の下水

道再構築工事案件も２度入札を行っ

た結果、全者辞退で不調となった。都

の積算基準と事業者の積算に乖離が

あることが考えられる。工事主管課か

ら都へ、このような現状から区が受託

するのは困難であることを申し入れ

ているが、都から引き続き受託するよ

う要請されており、来年度は発注時期

を早めるなど、競争性が図られるよう

対策を講じたい。 

 

 

 



・入札等審査委員会に付議された時点

の予定価格が、入札段階で減額となっ

ている。減額されなければ落札できた

可能性あるのではないか。減額となっ

たのはどのような理由か。 

 

・都の積算基準で応札可能な事業者が

ほとんどいない中での入札と思われる

が、都としては応札できるものが一者

でもいれば問題ないと捉えているの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・発注前に直近の積算基準に基づいて

改めて積算した結果、今回は減額とな

ったためである。 

 

 

 

・都は、「一者入札」と予定価格事前

公表案件で応札額が予定価格に近接

することを問題としており、現在、入

札制度改革の試行実施の一環として、

予定価格事前公表から事後公表に改

め、「一者入札」をしない方向で試行

実施しているようである。 

一方、入札不調が相次ぐ案件もある

ことから、都議会から制度改革の見直

しの必要性を問われている。 

 

・電子入札は、入札参加者は、自分の

他に誰が参加しているかわからない、

いわば「仮想競争相手」がいる状態と

なる。今回は、区内に限定せず、隣接

区の事業者の参加を可能としており、

更に参加者がわかりづらい形となっ

ている。 

 

（２）希望制指名競争入札（３件） 

  ②「西ヶ原みんなの公園管理委託」 

③「王子駅北口自転車駐車場改修工事」 

④「岩淵小学校理科室他空調機設置工事」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

・②④について 

②及び④は予定価格を事前公表してい

ない案件で、両案件とも１回目の入札

で落札決定とならず、同日３回目の入

札で決定となった。予定価格を事前公

表しなければ、今回の入札経過のよう

に事業者は積算し応札する。一方、予

定価格事前公表は、予定価格以下で応

札できない事業者は初めから辞退を

し、結果一者入札になりがちであるが、

・事業者は発注予定表から希望する案

件に申込み、指名選定された業者に対

し電子入札システムにて指名通知を

行っている。予定価格事前公表案件の

場合、この通知の段階で指名業者あて

予定価格が通知される。仕様等に基づ

き事業者が積算した結果、予定価格以

下の応札ができない業者は辞退する

こととなる。 

また、都は、申込一者（１ＪＶ）の



今回の例と比較すると、必ずしも予定

価格事前公表が悪いと言い切れず、ど

ちらが入札として本来あるべき姿なの

か悩ましい。 

 

 

 

・以前、贈収賄につながる可能性を排

除する主旨で、予定価格事前公表を導

入した経緯があると伺ったが、これも

重要な観点だと思う。 

 

 

 

 

 

 

・区では、業者が職員に探りを入れる

行為がなくなったという実感あるか。

 

 

 

 

・人件費、材料費が高騰していると言

われているが、それらに連動する形で、

随時適切に予定価格を設定しているの

か。 

 

 

 

 

・③について、落札者以外の二者の応

札金額が同一であるが、それぞれの業

者が各自積算したにもかかわらず、同

額となった理由は何か。 

 

入札をやめようとしているが、北区の

場合、一般競争入札の公告案件では、

申込者が最低入札参加者数に満たな

い場合には指名競争入札に切り替え

ると規定し、実績ある事業者を指名し

入札執行することとしている。 

 

・かつて、工事案件は予定価格事後公

表であったが、平成２５年に職員が贈

収賄の疑いで逮捕されたことをきっ

かけに同年１０月に予定価格事前公

表を試行で始めた。業者が職員に探り

をいれる行為を防ぐ意味も含まれて

いる。また、翌２６年度から、手続き

の透明性・公平性の確保を目的に、本

委員会を設置した。 

 

・契約主管課には直接業者が探りを入

れる行為はなく、実際あってはならな

い。各事業所管課においても常にモラ

ルを守って業務遂行していると考え

ている。 

 

・工事主管課において、東京都レベル

で資材や労務単価の調査を行い、四半

期ごとの単価改訂のほか、毎月の単価

改正をできるだけ速やかに反映させ

ようと努めている。時期によって、上

昇局面になると、反映が追いつかない

こともある。 

 

・本件は予定価格事前公表案件で、こ

れら二者については、公表された予定

価格と同額で応札してきたものであ

るが、理由は不明である。 

 

 

 

 



 

（３）随意契約（入札後随意契約）（２件） 

⑤「仮称なでしこ小学校等複合施設新築太陽光発電設備工事」 

⑥「地籍調査委託（志茂二丁目地区の一部）」 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

・⑥について、なぜ今回当該土地にお

いて地籍調査が必要となったのか。 

この調査を行う、最終的に目標とし

ていることはなにか。 

 

 

 

 

 

 

・⑥の入札経過を見ると、第三回目ま

で行った結果、最も安価な金額で応札

した業者と随意契約交渉を行い、応札

金額からさらに安価な金額で契約で

きたということか。 

 

 

・⑥の案件は、最安価で応札した業者

はあくまでも随意契約の候補者とい

うことか。また、最安価応札者は随意

契約交渉を断ることは可能なのか。 

 

 

 

・⑤と⑥に共通しているのは、それぞ

れ三回入札しても落札決定できず、最

安価応札業者と随意契約交渉の結果、

予定価格以下まで値下げして契約し

たことである。これら案件の予定価格

についてはどこが決めているのか。 

 

・安ければよいというだけではなく、

品質面の確保についても考慮したう

えで予定価格を積算していると理解

してよろしいか。人件費等の相場が上

・本件は、密集住宅の改善を行う事業

を行うにあたり、土地に関する登記が

明確でないと事業が進められないこ

とから、実際の土地の現況と登記の状

況調査を委託するものである。 

実際の土地と公図が違うと事業が

進められないためであり、最終的には

道路、公園を整備し、密集地改善を図

っていくものである。 

 

・本件は、応札額は参加者中最安価で

あるが、なお予定価格を超過している

ため、随意契約交渉の意思を事業者に

確認の上、交渉の結果、予定価格の範

囲内の金額の提示を受けたので、随意

契約することができた。 

 

・本件最安価で応札した業者の応札額

が予定価格を超えていたので「落札」

とならず、随意契約交渉の第一順位候

補者となる。随意契約交渉は、第一順

位候補者に意向確認の上実施してお

り、業者は断ることも可能である。 

 

・予定価格については、工事主管課に

おいて、工事や測量に関する積算基準

や、事業者見積などを総合的に勘案

し、積算の上決定している。 

 

 

 

・工事や測量に関しては、積算基準が

あり、減額して予定価格を作成するよ

うなことはない。予定価格は妥当と言

えると考える。  



がってきている中で、各自治体が設定

する予定価格が妥当といえるのか。 

 

・⑤⑥のように、同一案件について、

１回の入札では決まらずに、同日２回

３回と入札を行うのは普通か。 

 

 

 

 

 

・両案件のように、同日２回３回と再

度入札を行うのは少ない。また、入札

後随意契約交渉となるケースも少な

いと認識している。 

 

（４）随意契約（特命随意契約）（３件） 

⑦北区図書館業務一部等委託（王子地区分室含む４館） 

⑧国保広域化に伴う北区国民健康保険システム改修業務委託 

⑨セキュリティ強靭化対応迷惑メール対策システム関連機器の賃借（２９ 

年度更新分） 

委員の主な意見・質問等 区の主な回答等 

・⑦について 

業者指定理由書に、「平成２８年度

（注：受注初年度）の業務履行状況が

良好であったため、平成２９年度の再

契約先として「東京都北区委託事務審

査委員会」に諮ったところ、再契約先

として認められた」とあるが、「良好」

か「良好でないか」についての判断基

準はあるか。 

 

・⑦「北区図書館業務一部等委託」の

「一部」は、どのような業務か。 

 

・⑦について、受注１年目の平成２８

年度の履行状況が「良好」であったと

いうことで次年度（２９年度）再契約

となったが、更にその先の契約につい

てはどのようになるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各担当所管課において、評価表を策

定し評価を行い、ある一定の点数以上

であれば「良好」と認め、総務部長を

委員長とし、関係部課長で組織する委

託事務審査委員会に諮った上で、翌年

度再度委託の可否を決定している。 

 

 

 

・図書館業務のうち、窓口での貸出、

閲覧対応等を委託している。 

 

・平成２９年度の終わりに所管課が履

行状況の評価を行い、結果が「良好」

であれば３０年度も再度委託が可能

となる。なお、「東京都北区委託事務

取扱要綱」の規定により、随意契約に

よる同一委託先への再度委託期間に

ついては、競争性、客観性及び公平性

の見地から適正な判断が必要である

ことから、原則として、２カ年を限度

とし、平成３１年度契約については、

入札やプロポーザル方式など競争に

より業者を決定することとなる。 



 

 

・特命随意契約３案件のうち、⑦の業

者指定理由書に、「委託事務審査委員

会に諮った結果再契約先として認め

られた」とあるが、なぜ⑦のみ委託事

務審査委員会に諮った理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・⑧について、システム改修について、

著作権があり、他の業者ではできない

と業者指定理由書に記載があるが、金

額の妥当性についてどのように考え

るか。 

 

・⑨について、他に賃貸業者がいる中

で、なぜ、今回当該業者を指定したの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

・⑨について、事務局の説明では、平

成２９年５月１５日第１回目入札結

果全者辞退で不調、５月３０日第２回

目入札も全者辞退で不調とのことで

ある。本件の賃借開始日が６月１日で

あることを考慮すれば、もう少し余裕

を持ったスケジュールで入札を実施

すべきであったと言わざるを得ない。

 

 

・「東京都北区委託事務取扱要綱」の

規定では、⑦案件のような同一委託先

への再度委託の可否について、委託事

務審査委員会で審査することが求め

られていることから、同委員会に諮り

決定されたものである。 

委託事務審査は、随意契約全般とい

うことでなく、保育園、学校の給食調

理業務委託といった毎年同様の業務

内容の案件について実施し、委託業務

履行状況が良好と評価された場合、受

注２年目、３年目も再契約可能とする

ものである。 

 

・主管課において、現行システムを導

入している他区への調査を実施し、業

者見積の精査を入念に行っていると

の報告を受けている。 

 

 

・本件は２度入札の結果不調となり、

既存機器のリース期間延長が不可能

かつリース期限満了が迫っており、３

度目の入札を行う暇がないことから

特命随意契約とした。 

予算の範囲内かつ短期間で仕様を

満たす物品調達が可能な業者が他に

いないことから、当該業者を契約の相

手方として指定したものである。 

 

・本件入札執行スケジュールについて

は指摘のとおりである。既に担当主管

課に対しては、計画的な発注を行うよ

う申し入れを行っており、契約管財課

として、余裕を持ったスケジュールと

なるよう適切な業務執行に努めたい。



 

審 議 結 果 

・特命随意契約案件のシステム改修業務委託について、他区を調査し、業者見

積を入念に精査しているとの説明があった。区は特命随意契約の金額の妥当性

検証について、今後もこのような取り組みを継続してほしい。 

・特命随意契約となった案件のうち、当初指名競争入札であった案件について、

適正な入札手続きが行われていたと認められる。 

・１回目の入札で決まらず、２回、３回と再入札を実施したときに、前回最低

入札価格で応札できない業者が「予算が合わないため」辞退するといった理由

には合理性があるが、１回目から入札を辞退する場合には、区はその理由を辞

退した業者に改めて確認を行った方がよいのではないか。事後的にでも調査す

ることで、入札に対する信頼性確保を図っていく必要性があると考える。 

・２度の入札も不調となり、３度目の入札の暇がないため特命随意契約となっ

た案件があったが、区はこのような履行開始日目前の余裕のない入札とならぬ

よう、スケジュールに余裕を持たせた入札執行をしてほしい。 

・辞退理由として「弊社都合」というのが多く、区にとって真の辞退理由把握

が困難になっているのではないか。 

・電子入札システムでの入札に際し、現時点では、業者が辞退する際に辞退理

由の入力は強制できないが、今後区は、辞退理由を入力しないと辞退できない

ようなシステムに改修する方向で検討した方がいいのではないか。 

・区は発注公告の段階と指名通知発行時、すなわち入札の「入口」と「出口」

において、入札を辞退する場合の辞退理由入力の協力を依頼していくべきであ

る。 

・全体として、概ね適切に入札執行されていると認められる。 
 

 


